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厚生常任委員会 

 

平成２８年５月１９日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎宮﨑 和彦      ○小林  誠      中川 靖広 

小村 尚己       平川 理恵      濱 眞理子 

     中西 議長 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    副 町 長  池田     

総 務 部 長  植村 俊彦    健康福祉部長   昭男  

福祉子ども課長  中原  潤    同 課 長 補 佐         上埜 幸弘    

長寿福祉課長  西梶 浩司    同 課 長 補 佐         羽根田久枝 

同  係  長  明石 将樹    健康対策課長  北  典子 

同 課 長 補 佐         東浦 寿也    生活環境部長  乾  善亮  

国保医療課長補佐  田口 昌孝    環境対策課長         栗本 公生    

同 課 長 補 佐         峯川 敏明    住 民 課 長  浦野 歩美 

 

３．会議の書記 

     議会事務局長         黒﨑 益範    同  係  長  大塚 美季 

 

４．審査事項 

     別紙のとおり 
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町 長 

 

開会（午前９時） 

署名委員 小林委員、中川委員 

 

おはようございます。 

厚生常任委員会を開会したいと思います。全委員出席されております

ので。 

会議に先立ちまして、最初の委員会ですので、当委員会所管の健康福

祉部、生活環境部について、異動のあった係長以上の職員及び新規採用

職員の紹介を部長からお願いしたいと思います。 。 

 

（ 職員紹介 ） 

 

乾生活環境部長。  

  

（ 職員紹介 ） 

 

ありがとうございました。 

委員会に出席される職員以外の方は退室していただいて結構なので、

ご苦労さまでした。 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前 ９時０３分 休憩 ） 

（ 午前 ９時０４分 再開 ） 

 

それでは、再開いたします。 

本日の会議を開きます。 

初めに、町長の挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

  （ 町長挨拶 ） 
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最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

署名委員に、小林委員、中川委員のお２人を指名いたします。お２人

には、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日予定しております審査案件は、お手元にお配りしているとおりで

ございます。 

初めに、１．継続審査についてを議題といたします。環境保全及びご

み減量化・資源化の推進に関することについて、理事者の報告を求めま

す。 栗本環境対策課長。 

 

それでは、継続審査であります、環境保全及びごみ減量化・資源化の

推進に関することにつきまして、ご説明をさせていただきます。 

この委員会におきましては、平成２６年度から３か年継続事業として

実施をしております、衛生処理場焼却棟解体撤去工事の進捗状況につい

て、また、今月末に開催を予定しております、いかるがの里クリーンキ

ャンペーンにつきまして、それぞれご説明をさせていただきます。 

まず、衛生処理場焼却棟解体撤去工事の進捗状況についてであります。

先ほど町長のご挨拶にもありましたように、平成２６年１２月１８日よ

り平成２８年８月５日までの５６７日間を工期として解体撤去を進めて

おります衛生処理場焼却棟でありますが、平成２７年度末までに、焼却

棟本体、付属する灰固化棟、煙突の全ての解体撤去を終えております。

現在は、住民の方が持ち込まれましたごみを一時的に保管するスペース

の整備を進めているところで、工事といたしましては、その整備と敷地

内の舗装工事を残すのみとなっておりまして、予定どおり８月５日まで

には竣工できる見込みであります。 

このたび、その整備を進めております、ごみの一時保管スペースを活

用いたしまして、ごみ分別体験ステーションを設置することといたしま

したので、その概要を資料１に基づきましてご説明をさせていただきま

す。 

当町では、現在、ごみを燃やさない、埋め立てない、いわゆるゼロ・

ウェイストの実現に向けて取り組みを進めているところでありますが、



 - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、ゼロ・ウェイストのまちを実現していくには、ごみの発生抑制と

ともに徹底した資源化が不可欠となっております。当町では、自治会等

の集積場所に排出されるごみの分別数は、モデル事業の生ごみ分別を含

めまして１１種類１０分別、公共施設などに設置しております回収ボッ

クスでの分別を合わせますと２１種類２０分別となっているところであ

りますが、資源化処理技術の向上から、素材ごとに分別すれば資源化処

理に回せる、また、原材料として有価で取り引されるものが増加してい

る状況であります。そうしたことから、今回、ゼロ・ウェイストのまち

づくりを進めていることへのＰＲの一環として、普段の分別よりも細か

い分別を体験いただけるごみ分別体験ステーションを設置し、資源化の

さらなる推進を図るとともに、持ち込まれた人にみずから分別を体験い

ただくことで分別排出への意識をさらに高めていただこうとするもので

あります。 

今回、ごみ分別体験ステーションで行います分別は３５分別でありま

して、今後、分別することで資源化処理できる、あるいは原材料となる

ものがふえてまいりましたら、都度、増加をしてまいりたいと考えてお

ります。 

どういった分別を行うのかということでありますが、資料１の裏面に、

現在の分別数とごみ分別体験ステーションでの分別数を比較をしており

ます。主なものをご紹介をいたしますと、現在の分別数（３）の不燃ご

みにつきましては、ごみ分別体験ステーションでは、アルミ製品、鉄製

品、ブリキ製品、銅線、布製品、そしてその他の不燃ごみの６種類に細

分化を行います。なお、アルミ製品から布製品につきましては、分別す

ることで確実に埋め立て処分から資源化処理されることになります。ま

た、現在の分別数（９）のその他プラスチック類につきましては、硬質

プラスチック、ペットボトルキャップ、レジ袋、その他プラスチックの

４種類に細分化をいたします。これまで、硬質プラスチックやペットボ

トルキャップ、レジ袋といったものも資源化処理はされておりましたが、

分別することにより、原材料として有価で売却することができます。こ

のように、今回、分別というひと手間をかけていただくことで、資源と
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しての有効利用、原材料として売却することによる処理費用の抑制、さ

らには、各ご家庭で購入いただいております有料指定袋の使用枚数が削

減できることを実感いただけるような事業になればと考えているところ

であります。 

また、ごみ分別体験ステーションは、本年９月１日からの利用開始を

目指しておりまして、広報紙を初め、ポスターの掲出やチラシの配布、

ホームページ等への掲載など、あらゆる方法で周知をしてまいりたいと

考えているところであります。 

なお、資料１の２枚目には、Ａ３用紙でごみ分別体験ステーションの

設置計画図とイメージ図とを添付をしておりますので、後ほどご確認を

いただきますよう、お願いをいたします。 

次に、委員の皆さまにも既に参加のご依頼をさせていただいておりま

す、いかるがの里クリーンキャンペーンについてであります。 

今年度のクリーンキャンペーンにつきましては、５月２９日の日曜日

に開催をいたします。毎年５月３０日から１週間は、環境省が定めてお

りますごみ減量・リサイクル推進週間、また、６月は環境月間に定めら

れていることから、毎年、この時期に開催をしているところであります。 

実施方法につきましては、昨年同様に、町内２５か所の集合場所を設

けまして、ご自宅や地域から近い集合場所でごみ袋等を受け取っていた

だきましてから、白石畑公民館、三井観光自動車駐車場、上宮遺跡公園、

斑鳩町役場、いかるがホール、西公民館の６か所のゴール地点を目指し

ながら自由なルートで清掃活動をいただくこととしております。なお、

清掃活動の時間は、午前７時３０分から午前９時までの範囲内とし、当

日午前６時３０分時点で雨天の場合は中止をさせていただき、中止の場

合は町ホームページやごみ分別アプリにその旨を掲載をさせていただく

予定にしております。また、清掃活動にご参加いただいた方につきまし

ては、参加記念品のほか、完熟堆肥斑鳩の環やゴーヤの苗の引き換え券

を配布し、当日、役場正面駐車場で配布させていただくこととしており

ます。 

委員の皆さまにおかれましては、ご家族などお誘い合わせの上ご参加
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いただきますようお願いをいたしまして、継続審査であります、環境保

全及びごみ減量化・資源化の推進に関することにつきましてのご報告と

させていただきます。以上です。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けをいたします。 

ございませんか。 小村委員。 

 

ちょっとお聞きしたいんですけれども、この資料１の先進地分別数な

んですけど、分別の数が２７分別の鹿児島県大崎町なんですけど、これ

は８年連続資源化率全国１位なんですけど、分別数がもっと多い徳島県

の上勝町のほうは宣言自治体にとどまっているっていう形なんですけ

ど、これ、どういうふうに理解したらいいんでしょうか。資源化率が、

この３４分別のほうが多いものじゃないかなとちょっと思うんですけ

ど。 

 

委員がおっしゃるのは、分別数が３４のほうがリサイクル率が高いの

ではないかっていうご質問なんですけども、大崎町、確かに分別数２７

分別で、８年連続、今のところ全国１位ということなんですけども、こ

の要因につきましてはですね、やはり大崎町は、分別数は尐ないんです

けども、徹底して資源化に回しておられると。上勝町は、近くにそうい

ったリサイクル工場がない関係もありましてですね、分別はされていま

すけども、最終的に埋め立て処分をされている、あるいは焼却処理され

ている率が高いものでですね、リサイクル率１位にはなっていないんで

すけども、昨年のデータでは、大崎町が１位、上勝町が２位というとこ

ろで、大崎町はリサイクル率８０％なんですけども、上勝町は７８とい

うことで、ほぼ、リサイクル率については競っているという状況なので、

それでご理解をいただきたいと思います。 

 

そうしたら、斑鳩町も、分別が多くなるからといって資源化率がそな

い上がるわけでもないというか、どういう。その辺の状況はどうなんで
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しょうか。 

 

当町は３５分別、９月から体験をしていただきますけども、全て資源

化に回せるものを分別をしておりますので、現在、斑鳩町、５３％の資

源化率ですけども、資源化率は確実に上がるものというふう考えており

ます。 

 

３５分別した場合、今、５３％っておっしゃいましたけど、それがど

れぐらいまで上がるかっていう。どれぐらい伸びるか、わかりますか。 

 

３５分別、今回初めてですね、分別するものもございますので、まだ

量的には未知数でございます。ただ、廃棄物処理法では、一般廃棄物の

処理基本計画をたてなければならないという決まりがございまして、一

応、平成２８年度、ことしの目標はリサイクル率５５％、昨年の５３％

から２ポイント上昇させるという計画で、今、進めているところであり

ます。 

 

平川委員。 

 

この３５分別っていうのは、ここの体験の日に来られた方だけがその

分別をするのか、持ち込まれた人がもう自分でこの３５分別をするよう

な形になるのかっていうことと、将来的に、もうこの３５分別をしてい

くということなんでしょうか。というのは、やはり高齢化が進んでいく

中で、今の現状の分別だけでもなかなか大変だっておっしゃられる方が

多い中で、３５分別ってなると、できる人はいいんですけれども、そう

じゃない方もいらっしゃるので、どういうところを目標にされているの

かっていうことと、あと、８月５日から着工されるっていうことなんで

すけど、この９月１日までに建屋というか、場所が竣工できる状況なの

か、そのあたり、お伺いしたいんですが。 
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まず、３５分別は、衛生処理場のほうに持ち込まれた方でですね、体

験を望まれる方にしていただこうと。実際、不燃ごみの袋に入れていろ

いろ持って来られますけども、それを分別していただくことで、その有

料の指定袋がですね、必要のないということを受付で説明をさせていた

だいて、体験していただこうというもので、強制するものではございま

せん。 

それともう１点、この３５分別、将来的にはどうなるのかということ

なんですけども、この設置をいたしますごみ分別体験ステーションの利

用状況、あるいは住民さんの声を聞いてからということになります。ま

た、現時点では担当レベルの段階ですけども、今後ですね、住民の皆さ

まの中で、細かい分別にも協力してやろうという機運がですね、醸成さ

れてまいりましたら、自治会の集積場所に３５分別を出していただくん

じゃなくて、定期的にですね、例えば小学校区で１か所ずつ、曜日を決

めてですね、持って来ていただけるような仕組みをつくっていければな

というふうに、今、担当レベルでは考えております。 

そしてですね、最終的には、いつでも回収できるようなステーション

が町内にいくつか設置できれば、町が目指しておりますゼロ・ウェイス

トのまちづくりの実現に限りなく近づくのではないかなというふうに考

えておりまして、今、現時点では、３５分別をですね、自治会の集積場

所に出していただこうというふうには考えてはおりません。 

それとですね、あと、８月５日に竣工いたしましてからごみ分別体験

ステーションの設置ですけども、今現在、ごみの一時置き場を整備をし

ております。そこの場所を活用して、コンテナなどを置いてですね、分

別をしていただこうと考えていますので、それほど日数はかかりません

ので、９月１日の利用開始には十分間に合うというふうに考えておりま

す。 

 

ありがとうございました。 

分別を進めてリサイクル率を上げるという、そのことは非常にいいこ

とだと思うんですけれども、やはり高齢者の方々に配慮したような形の
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ことも考えていただけますように、お願いいたします。 

 

ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

これからね、計画がどんどんと充実していくと思うんですけど、体験

を希望する方にはこの場所で実際に分別をしていただくということです

けども、待っているんじゃなくて、積極的にこのステーションの目的と

いうか、そこのところをどのように住民の皆さんに広げていくかという

ことでは、何か考えがお持ちでしょうか。 

 

現在、当町、各自治会で環境井戸端会議というのを開催をさせていた

だいています。その中でですね、やはり住民さん、一番納得をいただけ

るのは、費用対効果です。お金の面でのどういった効果があるのかね、

一番反応されますし、そういった面でご協力もいただけるので、今後で

すね、この３５分別によって処理費用がどうなったかというのをですね、

前面に出して、住民の皆さんに協力を呼びかけていきたいというふうに

考えております。 

 

処理費用が尐なくなったというの、そういうある程度経過した後の結

果でなくって、こういうことが、何ていうんですか、分別、細かい分別

することがとても大事なことなんだということを広めるためにこのステ

ーションを何か有効活用というか、そういうような住民意識のやっぱり

そういうところに呼びかける、積極的なものっていうのは、いかがです

か。 

 

当然、ゼロ・ウェイストのまちづくりに向けまして、ゼロ・ウェイス

ト通信といった情報冊子なども定期的に配布をさせていただいていま

す。その一環として、今回、この上勝町、今、全国で一番分別数の多い

３４分別より多い分別数をして、住民の皆さんに徹底した資源化をして

いこうというふうに呼びかけていこうとしておりますので、そういった
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面では十分、さまざまな場所で、さまざまな方法で利用をそうやって推

進をしていきたいというふうに考えています。 

 

よろしいですか。 

ほか、ございませんか。よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

これをもって、質疑を終結いたします。 

継続審査については報告を受け、一定の審査を行ったということで終

わります。 

次に、２番目として、各課報告事項についてを議題といたします。 

（１）平成２７年度国民健康保険税の不納欠損について、理事者の報

告を求めます。 乾生活環境部長。 

 

それでは、各課報告事項の（１）の平成２７年度国民健康保険税の不

納欠損につきまして、ご説明申しあげます。 

資料２をごらんいただきたいと思います。まず、１ページ目でござい

ますが、平成２７年度の国民健康保険税の不納欠損事由別調書の表でご

ざいます。表の一番下の行でございますけれども、合計でございます。

平成２７年３月３１日付で、地方税法の規定に基づきまして徴収するこ

とが不能なものにつきまして、合計で、件数、これ、実人数でございま

すけれども、１３９人、金額で１，２２２万８，８３７円の不納欠損を

行っております。 

その内容の事由別でございますが、地方税法第１５条の７第４項、一

番上の行でございますけれども、滞納処分の停止が３年間継続し、納付

義務が消滅するものでございます。具体的には、滞納処分することがで

きる財産がないとき、滞納処分をすることによって滞納者の生活を著し

く窮迫させる恐れがあるとき、また、滞納者の所在及び滞納処分するこ

とができる財産がともに不明であるとき、滞納処分の執行を停止するこ
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とができまして、その後３年間状況が変わらない場合は、納付義務が消

滅をいたします。この事由により不納欠損処分を行ったものは、実人数

で４６人、金額で４７９万７，５８８円でございます。 

次に、２行目の地方税法第１５条の７第５項に該当する不納欠損処分

を行ったものは、平成２７年度はございません。 

次に、３行目でございますが、地方税法第１８条第１項でございます。

これは消滅時効に係るもので、５年の時効により徴収権が消滅したもの

でございます。具体的には、滞納処分可能な財産がない等の事由で執行

停止をいたしましたが、執行停止が３年継続するよりも早く消滅時効が

成立したなどにより不納欠損処分を行ったものでございます。実人数が

９３人で、金額が７４３万１，２４９円でございます。 

次に、資料の１枚目の裏面をごらんいただきたいと思います。この表

につきましては、平成２７年度の不納欠損の年度別の件数と不納欠損額

をあらわしたものでございます。表の一番下の欄に、件数と、複数年度

にまたがっているという方があることから実人数を掲載をさせていただ

いているところでございます。 

次に、資料の２枚目でございます。この表につきましては、不納欠損

の状況につきまして、平成２２年度からの推移をあらわしたものでござ

います。平成２７年度の不納欠損処分額を平成２６年度と比較いたしま

すと、件数で２４件、金額で６２９万４，６２５円の減となっておると

ころでございます。 

ご存じのように、社会保険の加入者につきましては一定した所得を安

定的に得ておられるのに対しまして、国民健康保険の加入者は低所得者

の方やあるいは無職者など所得が不安定な方が多いという構造的な問題

がございます、そうしたことから、保険税の収納率の低下であるとか、

あるいは滞納の原因の１つとなっておるところでございます。しかしな

がら、単に５年の時効が到来したからということで不納欠損するという

ことは、税負担の公平性の観点から問題がありますことから、滞納整理

につきましては、被保険者と接触する機会をより多く確保して、納付相

談や納付指導を密にすることが重要でございまして、地方税法や国税徴
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委員長 

 

 

小林委員 

 

 

 

 

 

生活環境

部長 

 

 

 

 

 

 

収法などの法令に基づいた処理も合わせまして、文書や電話での催告、

個別徴収を現在も行っておりますけれども、今後もより頻度を多くして

まいりたいと考えております。また、国保税の滞納している人の中には、

納付能力があるにもかかわらず納付しない方もございますので、何度催

告しても自主的な納税がないという場合は、差し押さえ等の滞納処分も

行っているところでございます。 

今後も、不納欠損処分につきましては、被保険者と接触する機会をよ

り多くして、滞納者の生活状況等の把握に努めまして、税負担の公平性

が損なわれることのないように適正な対応を行ってまいりたいと、この

ように考えております。 

以上で、平成２７年度の国民健康保険税の不納欠損につきましてのご

報告とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

小林委員。 

 

ただいま財源確保と負担の公平性の観点から適切な滞納管理していた

だけていると説明がありましたけれども、ちょっと２点、質問なんです

けれども、国保税の徴収率、これに特化した徴収率と、またですね、分

納誓約による時効の中断されている方っておられるのかどうか、その２

点について、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

収納率につきましては、今年度、最終まだ５月３１日まで出納閉鎖期

間がございますので、まだ保険料が入ってきている状況でございますけ

れども、約９５％近くまで上がるのではないかと。昨年９４．０ぐらい

でしたので、収納率につきましては若干上がっておりますし、滞納の過

年度につきましても、昨年１６％ぐらいでしたが、それが１８％、本年

度、になっておりますので、徴収率自体は上がってきているという状況

でございます。 

現在、今も、２点目の質問でございますけれども、執行停止ですね、
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濱委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境

部長 

 

 

 

 

 

 

 

執行停止の関係につきましては、当然、毎年３月に執行停止という形で

は継続してやっておると、財産がないということで、執行停止は毎年継

続してやっておるという状況でございます。 

分納誓約につきましても、毎回、納付者との相談、納税者と相談させ

ていただきながら対応させていただいているところでございまして、件

数につきましては、２３９件の分納誓約をとっているという状況でござ

います。 

 

ほか、ございませんか。 濱委員。 

 

能力がないというか、処分する財産がないっていう方に対して支払い

をするようにっていう指導をしているということですけども、今般のい

ろいろな社会事情からなかなか収入を得ることが難しくなってきたとい

うか、そういう方で、例えば、自宅を保有されているけれども、実際に

日々の生活に使えるお金っていうのがないというか、そういった方の、

持ち家を売ってまで払えというような、極端な話ね、それを財産と見る

のかというようなね、そういうところではね、ずいぶん無理があるよう

に思うんです。それで、滞納されている方の医療を受ける、そういった

権利というか、そういうところでは保険証の交付とか、その辺のところ

はどのような状況なんでしょうか。 

 

滞納されている方につきましては、いろいろご相談をさせていただく

中で、分納誓約っていう、先ほどのご答弁をさせていただきましたけど

も、その中で、当然、通常の場合、滞納がなければ１年間の保険証お渡

しさせていただいているんですが、滞納のその状況によって、短期の保

険証ですね、被保険者証を交付しているという状況でございまして、通

年の保険証の方は簡易書留と郵送で送っているんですけれども、その滞

納のある方については、一応ご案内申しあげて、役場にご相談ください

ということで来ていただく中で、保険証の発行につきましては、滞納が

あって、納付をされたら当然１年間の保険証を渡させていただくんです
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けども、全部、全額納められないということであれば、その内容によっ

て期間を設定して、短期の保険証を発行しているという状況でございま

す。 

それとあと、子どもさんのおられる、１８歳未満の子どもさんにつき

ましては、これは、保険証は必ず届くようにということでございますの

で、これはもう３月に送っておりますので、それ以外の、１８歳以上の

方につきましてはそういう対応をさせていただいているということでご

ざいます。 

 

ほか、ございませんか。 中川委員。 

 

その不納欠損された中にね、過去に、監査のときに、立派なお宅を持

って、高級車を乗って、消滅時効っていうことがあって、そのときはた

またま資料に個人名が入っていたからね、私がわかっただけで、そのよ

うな方はこの中には一切おられませんねやろか。 

 

当然、先ほども申しあげましたけれども、そういう財産のある方、例

えば預金のある方については、もう当然そういう調査をする中で滞納処

分も、２７年度、やっておりますので、今現在、この不納欠損した中に

はないということでございます。 

 

よろしいですか。 

ほか、ございませんか。 

 

  （ な  し ）  

 

これをもって質疑を終結いたします。 

次に、２番目として、平成２７年度介護保険料の不納欠損について、

理事者の報告を求めます。 西梶長寿福祉課長。 
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委員長 

 

 

濱委員 

 

平成２７年度介護保険料の不納欠損について、ご報告させていただき

ます。 

お手元の資料３をごらんください。平成２７年度では、平成２８年の

３月３１日付で、介護保険法の規定に基づき徴収することができなくな

った保険料について、実人数で７７人分、３０７万８，８００円を不納

欠損しております。 

不納欠損した理由でございますが、全て介護保険法第２００条第１項

の規定による消滅時効によるものとなっております。 

これらの不納欠損処分を行った者に対しましては、滞納が発生したと

きから、未納のお知らせ、納付の督促等を行ってまいりましたけれども、

納付が得られないまま時効が成立し、徴収権が消滅となりましたことか

ら、不納欠損を行ったものでございます。 

下の表は、今回、不納欠損いたしました平成２３年度から平成２５年

度の年度別の納付者数と保険料をお示ししております。 

次に、資料の裏面をごらんください（３）不納欠損の状況であります

が、平成２２年度から平成２７年度までの各年度の不納欠損処分を行い

ました納付者数と不納欠損額をお示ししております。平成２７年度と前

年度の２６年度を比較しますと、納付者数で１７人、不納欠損額で２２

万６，７８０円の減となっております。 

介護保険料の不納欠損処分につきましては、保険料の納付の公平性の

観点からも適正な処理に努めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願い申しあげます。 

以上、平成２７年度の介護保険料の不納欠損につきましてのご報告と

させていただきます。よろしくお願い申しあげます。 

   

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

よろしいですか。 濱委員。 

 

国民健康保険税、先ほどの分の支払っておられない方と､この介護保険

料っていうのは、やっぱり同じ方というか、オーバーラップするんでし
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課長 
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生活環境

部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ょうか。 

 

全員が全員同じ方っていうことではございません。介護保険は、当然

もう６５歳になられましたら１号被保険者ということで、なられました

ら全員に介護保険証を送付して、賦課をさせていただいております。中

には何名かは重複されるというか、方もおられますけども、全てではご

ざいません。 

 

よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

それでは、質疑を終結いたします。 

３番目として、平成２７年度後期高齢者医療保険料の不納欠損につい

て、理事者の報告を求めます。 乾生活環境部長。 

  

それでは、各課報告事項の３番目でございます、平成２７年度後期高

齢者医療保険料の不納欠損についてのご報告でございます。 

資料４をごらんいただきたいと思います。平成２８年３月３１日付で、

高齢者の医療の確保に関する法律第１６０条の規定に基づきまして、平

成２５年度分の後期高齢者医療保険料の不納欠損を行った者は、実人数

で４人、金額で１７万９，７００円でございます。 

事由につきましては、２年の時効により徴収権が消滅したことにより

不納欠損を行ったものでございます。 

なお、２番目の不納欠損の状況として、平成２２年度分からの不納欠

損の件数と金額の状況を記載をいたしております。 

今後も、後期高齢者医療保険料の不納欠損につきましては、国民健康

保険税と同様、被保険者と接触する機会を多く設けまして、生活状況の

把握に努めまして、負担の公平性が損なわれることがないように適正な

処分、対応を行ってまいりたいと考えております。よろしくお願いを申



 - 17 - 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

福祉子ど

も課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しあげます。 

以上で、（３）の平成２７年度後期高齢者医療保険料の不納欠損につ

きましてのご報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

それでは次に、（４）平成２８年度臨時福祉給付金及び低所得の障害・

遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金について、

理事者の報告を求めます。 中原福祉子ども課長。 

  

それでは、各課報告事項（４）平成２８年度臨時福祉給付金及び低所

得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金

につきまして、ご報告申しあげます。 

資料５のほうを、よろしくお願いしたいと思います。資料５、平成２

８年度臨時福祉給付金及び低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年

金生活者等支援臨時福祉給付金についてをもとに、両給付金の概要と今

後のスケジュール（予定）につきましてご説明をさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

ます最初に、平成２８年度臨時福祉給付金の概要でございます。給付

金の趣旨は、昨年度までの臨時福祉給付金と同様で、消費税率の引き上

げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措

置とされたものでございます。基準日は、平成２８年１月１日でござい

ます。支給対象者は、基準日に住民基本台帳に記録されている方で、平

成２８年度の市町村民税（均等割）が課税されていない方。ただし、市

町村民税が課税されている方の扶養親族は除かれます。また、今までの

臨時福祉給付金と同様で、生活保護の被保護者等については支給対象と

なっておりません。支給額につきましては、支給対象者１人につきまし
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て３，０００円となっております。申請期間は、受付開始日から３か月

としているところでございます。対象者の見込数につきましては、約４，

７００人と見込んでいるところでございます。 

次に、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨

時福祉給付金の概要についてでございます。  

給付金の趣旨は、消費税率の引き上げに際し、所得の低い方々への負

担の影響に鑑み、平成２９年度から実施される年金生活者支援給付金を

前倒しする位置づけとして実施するとされたものでございます。基準日

は、平成２８年１月１日でございます。支給対象者は、平成２８年度臨

時福祉給付金の対象者のうち、障害基礎年金または遺族基礎年金を受給

している方とされております。支給対象とならない方につきましては、

ことし４月より申請受け付けを実施しております、年金生活者等支給臨

時福祉給付金の支給対象者とされております。次に、支給額でございま

す。支給額につきましては、支給対象者１人につきまして３万円となっ

ております。申請期間は、受付開始日から３か月としているところでご

ざいます。対象者の見込数につきましては、約４００人と見込んでいる

ところでございます。 

次に、今後のスケジュールの予定でございます。 

まず、両給付金とも、８月下旪に対象と思われる方に申請書等、案内

を送付させていただきまして、９月より受け付けを開始する予定で、現

在、電算システムの関係や税務部局との協議等、その準備を進めており

ます。住民の皆さまへの周知につきましては、８月に制度概要や申請手

続き等を広報や町ホームページで周知・お知らせを行っていきたいと考

えております。そして、９月より申請を受け付け、１０月中旪より給付

金の支給を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申

しあげます。 

以上、平成２８年度臨時福祉給付金及び低所得の障害・遺族基礎年金

受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金につきましてのご説明と

させていただきます。よろしくお願い申しあげます。 
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委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

よろしいですか。 

 

  （ な  し ） 

 

それでは、ほかに理事者のほうから報告しておくことはございません

か。 中尾住民課長。 

 

それでは、住民課のほうより、証明書等のコンビニ交付サービスの開

始について、ご報告申しあげます。 

マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアの店舗

内に設置されているマルチコピー機から、住民票の写し、印鑑登録証明、

戸籍証明などの各種証明書の交付を受けることができる、証明書等コン

ビニ交付サービスにつきまして、平成２７年１２月９日の厚生常任委員

会におきまして、平成２９年７月までに開始の予定としてご報告させて

いただきましたが、現在、平成２９年２月にサービスを開始できるよう

準備を進めておりますので、ご報告させていただきます。 

なお、住民の皆さまには、６月１日発行の６月号町広報紙におきまし

て周知を行う予定でございます。 

以上、証明書等のコンビニ交付サービス開始についてのご報告とさせ

ていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑・ご意見があればお受けいたします。 

ございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、ほかに報告しておくことはございませんか。 

中原福祉子ども課長。 
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福祉子ど

も課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

福祉子ども課から１点、ご報告申しあげることがございます。福祉子

ども課所管の夏の行事の日程でございます。 

例年、夏に実施しております福祉子ども課所管の一日里親会、心身障

害者（児）ふれあいの集い、身体障害者ふれあいの集いの今年度の日程

等について、現時点での予定を申しあげます。 

まず、一日里親会でございますが、７月２７日水曜日を予定しており

ます。行き先といたしましては、兵庫県の神戸方面を予定しております。 

次に、１泊２日の心身障害者（児）ふれあいの集いにつきましては、

８月７日の日曜日から８日の月曜日を予定しております。行き先といた

しましては、伊勢志摩方面を予定しております。 

また、身体障害者ふれあいの集い、こちらのほうは日帰りの分でござ

いますけれども、８月２５日木曜日を予定しております。行き先につき

ましては、滋賀県の琵琶湖方面を予定しております。 

昨年度同様、町議会より各事業にそれぞれ１名のご代表をもってご協

力いただきたいと考えておりますので、議長及び委員長にはご配慮賜り

ますよう、お願い申しあげます。 

以上、福祉子ども課からの報告でございます。よろしくお願い申しあ

げます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。 

 

  （ な  し ） 

 

ほかにございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

なければ、報告が全て終わったということで、次にいきたいと思いま

す。 

３番目として、その他に移りたいと思いますので、委員皆さんから何
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濱委員 

 

 

 

 

委員長 

 

長寿福祉

課長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

かございましたら、ご意見、質疑あればお受けいたします。 濱委員。 

 

介護保険の総合事業とのね、申請者の方を振り分けるというか、判定

をするっていうチェックリストを広域で用意するというふうに聞いてい

ますけども、どういうような進捗状況ですか。もう既にできあがってい

るのでしょうか。 

 

西梶長寿福祉課長。 

 

総合事業につきましては、来年４月から移行するということで、今、

西和７町と、サービスですね、同じサービスでやはり不公平感があって

はいけませんので、基本的なサービス等についても話し合いをしており

まして、基本チェックリストにつきましても、総合事業に変わりますこ

とから、今現在やっている内容等も多尐変わってくることもありますの

で、今、協議中ということでございます。 

 

よろしいですか。 

ほか、ございませんか。 

 

  （ な  し ） 

 

ないようですので、その他についても、これをもって終わります。 

以上をもちまして、本日の審査案件については全て終了いたしました。 

なお、本日の委員会報告のまとめについては正副委員長にご一任いた

だきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

  （ 異議なし ） 

 

それでは、閉会に当たり、副町長の挨拶をお受けいたします。 

池田副町長。 
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副町長 

 

委員長 

 

 

  （ 副町長挨拶 ） 

 

これをもって、厚生常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

（午前９時５２分 閉会） 

 


